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○三原市男女共同参画推進条例施行規則  

平成２３年９月３０日 

規則第４７号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、三原市男女共同参画推進条例（平成２３年三原市

条例第９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（苦情の申出） 

第２条　条例第１３条第１項の規定による苦情の申出は、申出書（様式

第１号）を市長に提出して行わなければならない。 

（対応） 

第３条　市長は、前条の申出を受けたときは、男女共同参画の推進に関

する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に

ついて、市の関係課より対応案の提出を受けるものとし、その内容の

重要性及び緊急性を考慮し、三原市男女共同参画審議会（以下「審議

会」という。）への諮問について判断する。 

（苦情処理しない申出） 

第４条　市長は、次に掲げる事項に該当するものは、苦情の申出の処理

を行わないものとする。 

(1)　判決、裁決等により確定した事項及び裁判所において係争中の事

案に関する事項 

(2)　行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項 

(3)　監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項 

(4)　議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項 

(5)　専ら私人間の紛争の解決を目的としている事項 

(6)　審議会の行為に関する事項 

(7)　他の法令に基づき処理すべき事項 

 
改正　平成２６年４月１日規則第３１号 

令和元年８月３０日規則第７号 

令和５年８月３０日規則第３２―１号
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(8)　その他市長が適当でないと認める事項 

（苦情対応の通知） 

第５条　第３条に規定する対応案について、審議会から意見が出された

ときは、その意見を尊重しつつ関係課等と再調整し、対応を決定し、

その結果を当該苦情の申出者に対し、申出対応通知書（様式第２号）

により通知するものとする。 

（表彰の応募方法） 

第６条　条例第１５条の規定による表彰（以下「表彰」という。）の応

募は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出し

て行わなければならない。 

(1)　市民の部　三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙（市民の

部）（様式第３号） 

(2)　市民団体の部　三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙（市

民団体の部）（様式第４号） 

(3)　事業者の部　三原市男女共同参画社会づくり表彰応募用紙（事業

者の部）（様式第５号） 

(4)　教育に携わる者の部　三原市男女共同参画社会づくり表彰応募

用紙（教育に携わる者の部）（様式第６号） 

２　前項の応募は、自薦、他薦を問わない。 

（表彰の審査） 

第７条　市長は、前条の規定により応募のあったものについて、審議会

の審査を経て、被表彰者を決定するものとする。 

（三原市男女共同参画審議会組織） 

第８条　審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1)　市長の諮問に応じ、行動計画の策定又は変更について、条例第８

条第３項の規定により意見を述べること。 

(2)　市長の諮問に応じ、苦情の申出への対応について、条例第１３条

第３項の規定により意見を述べること。 

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の

推進について必要な事項を調査審議すること。 
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(4)　第７条に規定する被表彰者の審査に関すること。 

２　審議会は、委員１３人以内で組織する。この場合において男女のい

ずれか一方の委員数は、委員の総数の１０分の４未満であってはなら

ない。 

３　委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。 

(1)　学識経験者 

(2)　市民 

(3)　関係団体の代表者 

(4)　その他市長が必要と認める者 

４　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

６　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

７　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

（審議会の会議） 

第９条　審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができな

い。 

３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４　審議会の会議は、原則として公開とする。 

（専門部会） 

第１０条　会長が必要と認めたときは、審議会に専門部会（以下「部会」

という。）を置くことができる。 

２　部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。 

３　部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４　部会長は、部会の事務を総理する。 
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５　部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があ

らかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（関係者の出席） 

第１１条　審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係

者その他参考人の出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

（審議会の庶務） 

第１２条　審議会の庶務は、人権推進課において処理する。 

（雑則） 

第１３条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な

事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項

は、審議会の会長が定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（最初の会議の招集） 

２　審議会の最初の会議は、第９条第１項の規定にかかわらず、市長が

招集する。 

附　則（平成２６年４月１日規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和元年８月３０日規則第７号） 

この規則は、令和元年９月１日から施行する。 

附　則（令和５年８月３０日規則第３２―１号） 

この規則は、令和５年９月１日から施行する。 
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